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事業前 事業前 

事業後 

事業後 

案１（土地区画整理事業） 

土地区画整理事業は、一定の区域の中で、道路や公園などの公共施設を整備・改善するとともに、

土地の区画を整えることで、宅地の利用価値を高めることを目的とした事業です。 

事業区域内の地権者の皆様から少しずつ土地を提供していただき、その土地を道路・公園などの公

共用地に充てます。 

 

《事業前と事業後の土地のイメージ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

所有する土地の面積が減る場合があり

ますが、宅地の整形化や周辺環境の向上

により利用価値が上がります。 
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案２（沿道整備街路事業） 

沿道整備街路事業は、都市計画道路など広幅員な道路の整備にあわせて、沿道に土地を所有する

方々の意向に配慮しながら、土地の形状を整えることを目的とした事業です。 

 

《事業前と事業後の土地のイメージ》 

 

事業前                  事業後  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各土地所有者の意向等 

 

事業の結果 

Ａ：沿道から離れたくない。 

土地を一か所に集めたい。 
Ａ：沿道に土地を集約して配置。 

Ｂ：沿道から離れたくない。 Ｂ：沿道に土地を配置。 

Ｃ：土地を全部売りたい。 
Ｃ：道路用地として、市が買い取り

を実施。 
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残った土地の買い取りはしない 

案３（街路事業） 

街路事業は、都市計画道路区域内の必要な土地だけを買い取り、道路の整備を進める事業です。そ

の際、支障となる建物や塀などに対しては、金銭による補償があります。 

なお、都市計画道路の区域外の土地は、買い取りの対象とはなりませんので、そのまま残ります。 

 

《事業前と事業後の土地のイメージ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※補償費用について 

建物等の移転にあたっては、土地と建物の 

位置関係などを考慮し、移転の工法を(再築、 

曳家、改造)決定したうえで、必要となる 

費用が補償される。 

 


